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第２０回新ごみ処理施設建設及び 

周辺整備調査特別委員会会議記録 
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──────────────────────── 
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 (2) 地元還元施設を初め，新施設周辺地域の生活環境整備に関する事項 

──────────────────────── 
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午後 １時 １分 開議 

○福島委員長 御苦労さまです。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから第２０回新ごみ処理施設建設及び周辺整備調査特別委員会を

開催いたします。 

 議事に先立ちまして，大森建設計画課長が公務出張のため，欠席との連絡がありましたので，御報告しま

す。 

 この際，お諮りいたします。当委員会における着席の位置につきましては，現在御着席のとおりとさせて

いただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員長 御異議なしと認め，そのように決定させていただきます。 

 これより議事に入ります。 

 初めに，１番の新ごみ処理施設周辺施設整備基本計画（案）について，執行部から説明願います。 

 宮田新ごみ処理施設整備課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 自由広場，緩衝緑地帯等の新ごみ処理施設周辺施設整備基本計画につきま

しては，地域住民の要望，意見を十分に反映させる計画とするため，下入野町の皆様と計画内容についての

協議を行い，地域の声を踏まえた基本計画（案）としてまとまりましたことから，生活環境部新ごみ処理施

設整備課提出の特別委員会資料１に基づき御説明いたします。 

 初めに，１ページの基本計画策定の趣旨につきましては，事業用地内に整備することとした自由広場，緩

衝緑地帯及び水辺環境施設について，その整備基本方針や整備計画，事業スケジュールなどを定めるもので

あります。 

 本計画の対象区域につきましては，４ページ，現況概要図のオレンジ，グリーン，ブルー表示の約２０ヘ

クタールで，現況については，５ページの空撮写真にございますように，自由広場用地は造成工事を行い平

場となっており，緩衝緑地帯及び水辺環境施設用地はそれぞれ原林や湧水湿地となっております。 

 ６ページ，７ページをお願いいたします。 

 統計等の作成に当たっては，地域住民の要望では，自然環境，さらには自由広場がごみ処理施設の次期用

地であるという将来土地利用にも考慮する必要があります。 

 これらのことを踏まえ，８ページに記載のとおり，施設整備に当たっての基本理念を，自然と共生し，気

軽に運動できる環境づくりとし，それぞれの施設ごとに基本方針を定めております。 

 ９ページに，基本方針を踏まえた施設整備の具体的な内容を記載しております。 

 １０ページの施設イメージ図をお開きください。 

 図面中央の自由広場については，野球，サッカーなどに利用できる多目的広場を整備することとし，その

外周に色分け舗装したジョギング・サイクリングコース，芝生の丘，駐車場，トイレなどを設置いたします。 

 緩衝緑地帯の約１２ヘクタールの部分をごらんください。林内を散策できる遊歩道とベンチなどを設けた

休憩のできる広場の整備を行います。 

 図面中央左側の水辺環境施設は，湧水湿地を保全することを目的とした親水広場の整備を行います。 
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 以上，御説明いたしました施設の規模や詳細な内容については，今後それぞれの施設整備ごとに行う基本

設計，実施設計において検討してまいります。 

 事業スケジュールについては，１１ページのとおり記載して行います。 

 １２ページの概算事業費については，全体事業費で約７億３,６００万円とされております。今後，設計

段階において十分精査し，事業費の抑制に努めることといたします。 

 資料１についての説明は以上でございます。 

○福島委員長 この際，御報告します。本日，一般傍聴人１名がお見えになりますので，よろしくお願いい

たします。 

〔傍聴人入室〕 

○福島委員長 それでは，ただいまの説明に対し，御質問等がございましたら発言願います。 

 松本委員。 

○松本委員 １０ページの中で，何か話を聞きますと，どの部分だかわからないんだけれども，瓦れきが出

てきてしまったというような話をちらっと聞いたんですけれども，それはどの辺の部分にそういう場所が出

たんですか，これ。 

○福島委員長 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 瓦れきというか地中障害物ということで，この後御説明を申し上げますけ

れども，第三最終処分場の建設用地というところになります。 

○福島委員長 後で御説明申し上げます。 

 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員長 ないようでございますので，本件に関して，終わらせていただきます。 

 次に，２番の水戸市一般廃棄物第三最終処分場埋立施設建設工事の変更について，執行部から説明願いま

す。 

 宮田新ごみ処理施設整備課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 続きまして，資料２の水戸市一般廃棄物第三最終処分場埋立施設建設工事

の変更について，御説明いたします。 

 第三最終処分場の少しでも早い完成を目指すため，変更内容について本特別委員会に御報告申し上げ，御

承認をいただいた後，速やかに工事等を進めさせていただきたいと考えております。 

 １の変更内容等についてをごらん願います。 

 概算変更額の内訳１の地中障害物の除去につきましては，あわせて４ページの地盤改良工平面図をごらん

願います。 

 黒丸と赤丸で表示してあります合計１,７２３カ所が地盤改良施工箇所となっており，赤丸の４５カ所に

ついては地中に障害物があり，地盤改良工事を進められないため，障害物を取り除く工事を追加する必要が

生じました。そのための費用として約１億４,０００万円の増を見込んでおります。 

 内訳２の地盤改良工に係る数量等の変更につきましては，支持地盤までの深さや土質が設計上の調定と一
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部異なっていたことから，改良の範囲や深さなどを見直したことにより，その費用として約８,３００万円

の増を見込んでおります。 

 内訳の１，２を合わせて約２億２,３００万円の増となります。変更後の概算契約額は，表の一番右下に

記載しております，約３４億７,３８０万円でございます。 

 ２ページ，２のスケジュールにつきましては，本日の特別委員会において御承認をいただいた後，赤い線

で表示してある日程のとおり，直ちに地中障害物の除去及び地盤改良工事を進めてまいりたいと考えており

ます。このことにより，完成は当初予定の２０２０年６月から同年１１月となる見込みです。また，当該案

件は工事請負契約の変更に係る議案となることから，３月議会に提出してまいります。 

 資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○福島委員長 ただいま，説明をいただきましたが，これは３月定例会に出す議案でございますので，その

内容に触れない程度で何か御質問等がございますか。 

 松本委員。 

○松本委員 大体場所はわかりました。 

 これまで報告は受けていますけれども，全体的な中で地質調査というのをやりましたよね。そうするとい

うと，ここの部分等の地質調査はやらなかった，抜けていたということになりますか。これだけの施設をつ

くる場所というものは，当初から計画されておったんだけれども，こういう瓦れきだか何だかわからないけ

れども出てきてしまったということは，ここの部分に対しての地質調査は抜けておったということになるん

でしょうか。 

○福島委員長 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 第三最終処分場を建設する上で，その基礎として適する地層の構成や土質の状況を確認するために，平成

１８年度から平成２８年度にかけて１９カ所のボーリング調査を実施いたしました。 

○松本委員 だからここはやらなかったということね。 

○福島委員長 この際，御報告します。 

 一般傍聴人１名が追加でお見えになりましたので，これを許します。 

〔傍聴人入室〕 

○福島委員長 松本委員。 

○松本委員 同じことを聞いちゃうんだけれども，だからここは第三最終処分場の建設予定地でしょう。じ

ゃ，１９カ所の調査をやったという報告だよね。ここの部分についての地質調査というのはやらなかったん

ですかと私は聞いているのであって，何カ所だのどうだの，平成１８年度から始めたのどうだのこうだのっ

て話じゃないの。ここを最初からこういう計画で，ここはこういうものがつくれるというのは計画の中であ

ったと思うの，買収してから。そのときに，ここはやらなかったんですかと聞いているんですよ。 

○福島委員長 難しい質問じゃないんだよ。今回出た議案になる箇所が地質調査の中に入っていたんじゃな

いかという質問なんです。入っていなかったって言えばいいじゃない。 

だからそうしたらまた質問が出ます。 
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宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 第三最終処分場の建設地におきまして，１９カ所のボーリング調査，その

ほかに契約の１２カ所，事業者のほうでもボーリング調査を実施しております。だから事前のボーリング調

査におきまして，今回地盤改良工事の支障となるような障害物の存在というものは確認されなかったという

ところでございます。 

○福島委員長 だから具体的に，ここは調査やったのかやらないのかと。難しい質問を言っているんじゃな

いんだよ。今度議案になるところは地質調査をやったんだから，当然事前にわかるわけだろうと。今度はわ

からなくて出たって言うのは，調査の範囲に入っていたのか入っていなかったのかという質問なの。難しく

ない。 

 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 ボーリング調査は実施しましたけれども，今回出たところにつきましては，

ボーリング調査の計画に当たらなかったというところで…… 

〔「当たってなかったんだっぺ，要するに」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員長 宮田課長，素直に答えて。今回出たところは，松本委員も言っているんだから。事前に調査

の範囲に入っていたら，出るわけないだろうに。そこは含まれていなかったんですよって。やりましたけれ

ども，そういうこと言う必要ないでしょう，やらなかったんでしょう。やったの，どっちなの。 

 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 ４ページの黒丸，赤丸のところに表示してございますけれども，赤丸表示

のところはボーリング調査がピンポイントで行ったところではございません。 

○福島委員長 何を言っているんだ。やったかやらなかったかなんだから，根底はやらなかった場所ですと

言えばいいんじゃん。 

〔発言する者あり〕 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 ボーリング調査を実施したところですけれども，そこのところにつきまし

ては，抜けたところでございます。 

○福島委員長 田中委員。 

○田中委員 質問させていただきます。 

 平成２８年１２月にこの委員会が行われたときに，そのときは造成の問題でしたけれども，造成時に混合

廃棄物，コンクリート殻，廃タイヤ。この場所は第二工区に当たると思うんですが，造成工事上はですね。

６８０立方メートルのあるべきでないものを処分したということで，いわゆる工区ごとの増額補正をしたと

思うんですよ。そのときに見つかったものとは違うものがまた出てきたというふうに理解すればいいのか。

なぜそのときに撤去し切れなかったのか。深さが違うのか，どういう問題なのかというのがちょっと理解で

きないんですけれども。 

 地中障害物というのは，当時見つかった混合廃棄物とかコンクリート殻とか廃タイヤと同じようなものだ

という理解をすればいいのか。その点を説明いただきたい。 

○福島委員長 宮田課長。 
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○宮田新ごみ処理施設整備課長 当時行った造成工事におきましては，土質の不均一の地盤が確認されまし

た茨城町との境界付近においては，地盤改良を行っております。そのときに出てきたごみというか障害物に

ついては，当時処分したところでございます。 

 それから，最終処分場の東側の調整池を掘削するときに出てきたごみについても処分をしております。 

 そのほかは，掘削工事とか造成のときにしておりませんので，そのときのごみについてはごみとか造成工

事で掘削しておりませんので，そこについては処分とかそういうことはしておりません。 

○福島委員長 宮田課長，委員長のほうから聞きますが，今質問されたところは，今回の件に入っていない

ところでしょう，出たのは。今回のところなの。それは具体的に言って，茨城町よりだの何だのかんだのと

言っているけれども，今回のが含まれたところなの，含まれていないの。 

 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 今回とは別の区域でございます。今回のところは含まれておりません。 

○福島委員長 田中委員。 

○田中委員 第二工区造成工事のときの第二工区の区域ではありますよね，そういう図面上は合っていると

思うんです。造成の第二工区はもっと広いですけれども，今回の第三最終処分場の予定地も第二工区には入

っていますよね。そのとき造成はしたわけなんですか。そのときには，地中障害物というのは見つからなか

ったということの御理解でいいですかということと，それから地中障害物というのは当時，造成工事上で見

つかったいわゆるコンクリート殻とか混合廃棄物と同じものだという意味ですかと，この答えになっていな

いんですけれども。この点だけお願いします。 

○福島委員長 宮田課長。 

○宮田新ごみ処理施設整備課長 当時，行いました造成工事が第二工区というところになりますけれども，

その当時は掘削ではなくて盛り土工事をしたというところなので，地中の状態まではわかっておりません。

出てきた地中障害物というところにつきましては，コンクリート殻です。 

○福島委員長 よろしいですか。 

 これは議案に上がりますので，もしも今の答弁で不可欠なところがあれば，正式に議案に出てから，本会

議で御質問ください。以上です。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員長 それでは，次に，３番の水戸市新斎場整備基本計画について，執行部から説明願います。 

 渡邊衛生管理課長。 

○渡邊衛生管理課長 それでは，水戸市新斎場整備基本計画につきまして，衛生管理課から御説明いたしま

す。 

 本計画につきましては，委員の皆様へ素案を送付した上で，１月８日から２月３日までの間，意見公募手

続を実施いたしましたが，市民の方からの御意見がございませんでしたので，素案のとおり水戸市新斎場整

備基本計画として決定し，本日御報告をさせていただくものでございます。 

 お手元の特別委員会資料３により御説明申し上げます。 
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 １，基本計画策定の趣旨につきましては，昨年度策定いたしました水戸市新斎場整備基本構想を踏まえ，

新斎場の施設整備に係る基本的方向の具体化を図るものでございます。 

 次に，２，新斎場の施設機能につきましては，図にお示ししております基本構想で定めた４つの機能につ

いて，具体的な検討を行っておりますので，恐れ入りますが，資料の基本計画の５ページをあわせてごらん

願います。 

 まず，火葬部門でございますが，火葬炉の整備基数につきましては，基本構想で決定いたしました４基に

加え，予備炉１基分のスペースを確保いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 続きまして，(2)告別室，炉前ホール，収骨室につきましては，遺族の心情やプライバシーに配慮し，告

別と収骨が同一室でできる形態といたします。 

 ７ページに移りまして，２，待合部門のうち，(1)待合ホールにつきましては，複数の遺族等の共有スペ

ースとなることから，落ちつきのある空間とするとともに，(2)待合室につきましては，洋室５室を基本と

しながら，可動式間仕切り等により利用者数に応じた弾力的な運用を図れる形態といたします。 

 ３，式場部門のうち，(1)式場につきましては，８０人程度と１６０人程度が収容可能な２式場を整備し，

こちらにつきましても弾力的な運用が図れるようにいたします。 

 (2)遺族・司祭者控室につきましては，式場に近い位置に設け，休憩，会食等に利用できるようにいたし

ます。 

 ８ページをお開きください。 

 ４，外構につきましては，現斎場の駐車場利用状況等を参考にして駐車台数を設定するとともに，周辺環

境と調和のとれた緑地整備を行います。 

 ９ページをごらんください。 

 ５，その他といたしまして，斎場を整備，運営する上で重要となる業務継続性の確保，ユニバーサルデザ

インの導入，ランニングコストの抑制を位置づけております。 

 特別委員会資料３にお戻り願います。 

 ３，動線計画についてでございますが，斎場の整備に当たりまして，建物の内外を問わず，遺族，会葬者，

職員等が交錯せず，スムーズに移動が行えるレイアウトといたします。 

 施設配置につきましては，資料４，基本計画の１１ページをあわせてごらん願います。 

 整備用地の立地条件を踏まえ，幹線市道常澄６－００１５号線沿いに出入り口を設け，出入り口側に駐車

場を，敷地奥側に建物を配置いたします。あわせて，敷地前面の幹線市道常澄６－００１５号線の拡幅整備

を行います。 

 特別委員会資料３の２ページをごらん願います。 

 ４，事業手法の検討についてでございますが，新斎場整備事業につきましては，基本構想においてＰＦＩ

方式等の民間活力の活用も検討することとしておりましたことから，導入の可能性について市場調査を実施

いたしました。その結果，ＶＦＭ算定において，ＰＦＩ方式のうち，ＤＢＯ方式が若干有利との結果が出ま

した。しかしながら，スケールメリットが小さいことや，なによりも超高齢化社会を見据え，設計，建設，
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維持管理等において，本市の意見を十分反映させた事業を推進する必要性に鑑み，事業手法については従来

方式を基本とすることといたします。 

 なお，運営に当たっては，今後，より効率的かつ効果的な手法を採用いたします。 

５，整備スケジュール等につきましては，(1)整備スケジュール表のとおり，来年度，火葬炉メーカーを選

定した上で，その火葬炉メーカーの特性を反映させた基本・実施設計を策定いたします。２０２４年度の稼

働を予定しておりますが，地元から早期の整備要望がありますことから，できる限り工期短縮に努めてまい

ります。 

 (2)施設整備費につきましては，３７億７,７００万円を見込んでおります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○福島委員長 それでは，ただいまの説明に対し，御質問等がございましたら御発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員長 ないようでございますので，終わります。 

 それでは，以上をもちまして，本日の特別委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 １時２８分 散会 


